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加盟団体規則 新旧対照表（案） 

現 行 改 定 備考 

（登録料（分担金）） （登録料（分担金）） 
 

第８条 都道府県サッカー協会は、毎年５月末日までに、次項に定める方

式により算出された登録料（分担金）を、本協会に納付しなければならな

い。 

第８条 都道府県サッカー協会は、毎年５月末日までに、次項に定める方

式により算出された登録料（分担金）を、本協会に納付しなければならな

い。 

 

２ 登録料（分担金）の金額は、次の各号の合計金額とする。 ２ 登録料（分担金）の金額は、次の各号の合計金額とする。  

（１）第１種加盟チーム数            ×７，０００円 （１）第１種加盟チーム数            ×７，０００円  

（２）第１種加盟チーム選手数          ×２，０００円 （２）削除 都道府県協

会にて選手

登録 

（３）第２種加盟チーム数            ×２，５００円 （３）第２種加盟チーム数            ×２，５００円 料徴収を一

本化 

（４）第２種加盟チーム選手数          ×１，０００円 （４）削除  

（５）第３種加盟チーム数            ×２，５００円 （５）第３種加盟チーム数            ×２，５００円  

（６）第３種加盟チーム選手数          ×  ７００円 （６）削除  

（７）第４種加盟チーム数            ×２，５００円 （７）第４種加盟チーム数            ×２，５００円  

（８）第４種加盟チーム選手数          ×  ０円 （８）削除  

（９）女子加盟チーム（年齢を制限しない選手により構成される、又は日

本女子サッカーリーグに加盟する）数 

（９）女子加盟チーム（年齢を制限しない選手により構成される、又は日

本女子サッカーリーグに加盟する）数 

 

                     ×７，０００円                      ×７，０００円  

（10）女子加盟チーム（１２歳以上１８歳未満又は高等学校・中学校在学

中の選手により構成される）数 

（10）女子加盟チーム（１２歳以上１８歳未満又は高等学校・中学校在学

中の選手により構成される）数 

 

                     ×２，５００円                      ×２，５００円  

（11）女子加盟チーム選手（１８歳以上）数    ×２，０００円 （11）削除  

（12）女子加盟チーム選手（１５歳以上１８歳未満又は高等学校在学中）

数                  ×１，０００円 

（12）削除  
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（13）女子加盟チーム選手（１２歳以上１５歳未満又は中学校在学中）数                   

×  ７００円 

（13）削除  

（14）シニア加盟チ－ム数            ×７，０００円 （14）シニア加盟チ－ム数            ×７，０００円  

（15）シニア加盟チ－ム選手数          ×１，５００円 （１５）削除  

（16）フットサル第１種加盟チーム数       ×３，０００円 （16）フットサル第１種加盟チーム数       ×３，０００円  

（17）フットサル第１種加盟チーム選手数     ×１，０００円 （17）削除  

（18）フットサル第２種加盟チーム数       ×２，０００円 （18）フットサル第２種加盟チーム数       ×２，０００円  

（19）フットサル第２種加盟チーム選手数     ×  ７００円 （19）削除  

（20）フットサル第３種加盟チーム数       ×２，０００円 （20）フットサル第３種加盟チーム数       ×２，０００円  

（21）フットサル第３種加盟チーム選手数     ×  ５００円 （21）削除  

（22）フットサル第４種加盟チーム数       ×２，０００円 （22）フットサル第４種加盟チーム数       ×２，０００円  

（23）フットサル第４種加盟チーム選手数     ×     ０円 （23）削除  

〔改正〕 〔改正〕 
 

２０１９年９月１２日 ２０１９年９月１２日  

２０２１年１月２１日 ２０２１年１月２１日  

２０２１年４月８日 ２０２１年４月８日  

 ２０２２年１月２０日 

２０２３年１２月１４日（２０２４年４月１日施行） 

 

新年度登録

時より施行 

 


